
船舶インシデント調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和５年５月５日 １４時２５分ごろ 

発生場所 千葉県千葉市幕張海浜公園西方沖 

 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位２９９°２.７海里付近 

 （概位 北緯３５°３８.６′ 東経１４０°００.５′） 

インシデントの概要  プレジャーボート小髙屋
お だ か や

丸は、航行中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年６月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 小髙屋丸、５トン未満（長さ６.５６ｍ） 

 ２３２－３０２６０千葉、個人所有 

 ディーゼル機関、船内外機、４サイクル、出力７７.２３kＷ、回転

数毎分３,２５０、４気筒、ボア９２mm、使用燃料軽油、機関製造

年月不詳、平成１６年５月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、潮干狩りの目

的で、幕張海浜公園西方沖を南東進中、警報が鳴り潤滑油圧力低下の

保護装置が作動して主機が停止した。 

 船長は、主機の始動を試みたが始動できず、機関室を確認したとこ

ろ、主機の潤滑油が噴き出していたので、運航不能と判断して１１８

番通報を行い、本船は来援した巡視艇により千葉県千葉港にえい
．．

航さ

れた。 

 船長は、本インシデント後に主機を点検したところ、主機の左舷側

の物置台に置いていた補助バッテリが、船体の動揺によって落下して

主機の潤滑油こし
．．

器の側面に当たり、同こし
．．

器に破口を生じ、潤滑油

が噴き出したことが判明し、同こし
．．

器を交換して主機を復旧した。 

 船長は、本インシデントの数週間前に購入した補助バッテリを固定

せずに物置台に置いていた。 

分析  本船は、南東進中、主機付近の物置台に固定されずに置かれていた

補助バッテリが船体の動揺によって落下して主機の潤滑油こし
．．

器の側

面に当たり、同こし
．．

器に破口が生じたことから、主機の潤滑油が噴き

出し、潤滑油圧力が低下して保護装置が作動し、主機の運転ができな



くなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、南東進中、主機付近の物置台に固定さ

れずに置かれていた補助バッテリが船体の動揺によって落下して主機

の潤滑油こし
．．

器の側面に当たり、同こし
．．

器に破口が生じたため、主機

の潤滑油が噴き出し、潤滑油圧力が低下して保護装置が作動し、主機

の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、船体動揺により移動し他の機器等に損傷を与え

る可能性のある物品は、出航前に固定しておくこと。 

 


